
３．補助額

バリアフリー改修の補助額

※ 原則として、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。

⑥ バリアフリー改修

下表に掲げるバリアフリー工事について、その箇所数によらず、改修を行った対象工事
の種類に応じた補助額の合計とします。
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対象工事の種類 工事内容 補助額

手すりの設置※
便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並び
にこれらを結ぶ経路のうち、いずれか１箇所以上に
１本以上の手すりを取り付ける工事

５，０００円／戸

段差解消※

便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並び
にこれらを結ぶ経路のうち、いずれか１箇所以上の
床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面
する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の
出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。）

７，０００円／戸

廊下幅等の拡張※
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は
出入口のうち、いずれか１箇所以上の幅を拡張する
工事

２８，０００円／戸

衝撃緩和畳の設置
衝撃緩和畳を新設又は入替えにより設置する工事
（４．５畳以上設置の場合に限る。）

２０，０００円／戸
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